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香芝市議会議長 川 田 裕 様

香芝市長 福岡 憲宏

質問状に対する回答について

令和 4年 5月 17日 付 けで香芝市議会基本条例に基づき質問のあったことに

ついて、下記のとお り回答いた します。

新型 コロナ ウイルス感染症拡大により大きな打撃を受けた国民生活や経済は、

緊急事態宣言の解除 とともに徐々に正常化へ向かいつつあるものの、依然 とし

て厳 しい状況が続 く業種や家計が存在する。

そのような中、ロシアによるウクライナ侵攻や最近の円安の進行により穀物

や原材料、原油など輸入物価が上昇 してお り、市民生活や事業者の経済活動の回

復に水を差すことにもな りかねない。

令和 4年 4月 28日 には、政府において「コロナ禍における「原油価格・物価

高騰等総合緊急対策」」が閣議決定された。その中で、コロナ禍において原油価

格 。物価高騰等に直面する生活者や事業者に対 して支援が実施 されるよう「新型
コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が拡充された。

そこで、本市においてこの「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」について、どのような取組みを検討 しているのか以下の点について確認 させ

ていただきたい。

1.本市が受け取ることができる交付金の額はい くらになるのか。

(回答 )

。 国による、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」

に基づ く「新型 コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の本

市交付限度額につきましては、 231,504,000円 の酉己分 となつ

てお ります。



2.ガ ソリン代や電気 。ガス料金が高騰するなか、特に影響を受ける中小企業・

小規模事業者の支援について検討 しているのか。

(回答 )

。 国における、今回の 「新型 コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金」につきましては、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料

金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担を軽減す る

ための取組みを後押 しすることが示 されていることから、有効に活用

すべ く検討 しているところでございます。

3.検討 しているとすれば、それはどのような内容か。

(回答 )

。 国の趣旨を充分に踏まえ、詳細は未定ですが、 6月 議会において中

小企業事業者を対象 とする支援策を検討 させていただいてお ります。


